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自殺をなくすため、一人ひとりが

できることがあります。

【気づき】家族や仲間の変化に気づいて、声をかける

【傾聴】本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける

【つなぎ】早めに専門家に相談するよう促す

【見守り】温かく寄り添いながら、じっくりと見守る

　市では、悩みを相談できる窓口等を設置していますの

で、ご利用ください。

　専門資格を持つ相談員（臨床心理士）が、悩みをじっ

くりと聞き、苦しみをやわらげるアドバイスをします。

　悩みを抱えている方、身近に悩みを抱えた人がいる方

は、ご利用ください。

※相談の日時、場所については相談者にあわせて調整し

ます。（土 ･ 日 ･ 祝日を除く 10 時～ 16 時、相談時間

は約 1 時間です）

　看護師等の医療スタッフと、24 時間

365 日、無料で電話相談ができます。

こころの個別相談

平成 29 年就業構造基本調査

熊にご注意ください

総
務省統計局では、10 月 1 日現在で就業構造基本

調査を実施します。

　この調査は、日本の就業、不就業の実態を明らかにす

ることを目的として、統計法に基づき実施する国の重要

な統計調査です。

　9 月上旬から調査員が調査をお願いする世帯に伺いま

すので、趣旨をご理解いただき、ご回答をよろしくお願

いします。

問 政策企画課 政策推進班 ☎ 30-0205

熊
の目撃、農作物被害が多発しています。畑に入る

ときは、周囲に注意し、大きな音を鳴らしてから

入るなど、出会いがしらの事故を防ぎましょう。

問 農林課 農地林務班 ☎ 30-0246

働く人の明日をつくる

人身事故を防止しましょう

市
営住宅の入居者を募集します。申込者が多数の場

合は、抽選により入居者を決定します。

▶入居要件  住宅に困っていること など ※単身者の申

し込みは 1LDK に限ります。

▶募集期間　9月1日金～12日火 8時30分～17時15 分

（土日を除く）

※ 9月1日金から都市整備課 建築住宅班および各支所に

申込書・募集案内を備え付けていますので、詳細は募集

案内をご覧ください。

▶抽選日　9 月 21 日木 予定

▶申込先　都市整備課 建築住宅班

（申込書を直接ご持参ください）

問 都市整備課 建築住宅班 ☎ 30-0266

市営住宅の入居者を募集します

高井田住宅・花輪駅西住宅

高井田住宅　木造一部 2 階建

17-13号（1階） 1LDK（LDK18 畳・和室 6 畳）

花輪駅西住宅 鉄筋コンクリート造 6 階建オール電化

D-401号（4階） 2LDK（LDK15.4畳・洋室8畳・洋室7.3畳）

E-602号（6階） 1LDK（LDK12.9 畳・洋室 7.1 畳）

9 月10 日は世界自殺予防デー

9月10日～16日は自殺予防週間です

  ふれあいパートナー（ボランティア）とお茶を飲みな

がらゆっくりと話ができる場所です。無料で予約不要で

すので、気軽にお立ち寄りください。

ふれあいサロン 

テレフォン病院 24 ☎ 0120-959-783

地区 日時 場所

花輪
毎月 8・18・28 日
9 時 30 分～ 11 時 30 分

関善賑わい屋敷

毛馬内
毎月 2・12・22 日
9 時 30 分～ 11 時 30 分

多世代交流スペース
どまっこ

大湯
毎月 4・14・24 日
9 時～ 11 時
※日・祝日は休み

中田自治会館

問 いきいき健康課 ☎30-0119

平成 30 年度小学校入学予定者が対象

就学時健康診断日程のお知らせ

平
成 30 年 4 月に小学校へ入学するお子さんを対象

に、就学時健康診断を実施します。忘れずに受診

しましょう。

※当日は「就学時健康診断実施通知書」「母子健康手帳」

「上履き」を忘れずにお持ちください。

※幼稚園、保育園の「名札」を付けてご来校ください。

問 教育委員会 総務学事課 ☎ 30-0291

学校名 健診日 受付時間 会場

大 湯 小 学 校

草 木 小 学 校
9 月15日金 13:20～13:50 大 湯 小 学 校

平 元 小 学 校 9 月19日火 13:00 ～13:20 平 元 小 学 校

八幡平小学校 9 月20日水 13:00 ～13:20 八幡平小学校

花輪北小学校 9 月 26日火 13:30 ～13:50 花輪北小学校

尾去沢小学校 9 月28日木 13:30～13:50 尾去沢小学校

十和田小学校

末 広 小 学 校
10 月3日火 13:10～13:30 十和田小学校

花 輪 小 学 校 10 月 5日木 12:50～13:20 花 輪 小 学 校

農地の有効利用をお願いします

農地の利用状況を調査します

市
内の農地が有効に利用されているかを確認するた

め、現地調査を行います。現在耕作していない農

地（遊休農地・不作付地）がある方は、草刈や耕起を行

うなど適正な農地管理をお願いします。

▶調査方法　9 時から農業委員、農地利用最適化推進委員、

職員が巡回します。 ※農地の所有者（耕作者）は農地の適

正管理を行うことが法律で義務付けられています。

問 農業委員会事務局 ☎ 30-0283

開催日 対象地区

4 日月 花輪・尾去沢地区

5 日火 柴内地区

6 日水 平元・草木・大湯地区

15 日金 毛馬内・山根地区

19 日火 錦木・末広地区

開催日 対象地区

20 日水 宮川・湯瀬地区

21 日木 曙・長谷川地区

22 日金 寺坂・申ケ野地区

26 日火 柏野・蟹沢・関上地区

27 日水 予備日

　遊休農地の発生防止、農業後継者の育成と新規就農促進

を目的に、農地の取引に必要な基準面積（下限面積）を、昨

年同様、10 ａに引き下げています。農業に興味がある方は、

個人、一般企業を問わず、お問い合わせください。

農地の下限面積を 10 a に引き下げています

※要件を満たせば一般企業も農地を借りて耕作することがで

きます。

ご
みの減量化や資源の再利用を推進するため、家庭

で不要になった古着・古布の回収を下記のとおり

行います。

▶日時　10 月 1 日日 8 時～ 10 時

▶場所　市役所 正面玄関前

▶回収できるもの　家庭から排出

される衣料品・古布 ※全て洗濯済みのものに限ります。

例…洋服、着物、帯、下着類、スーツ、制服、タオル、

タオルケット、毛布、カーテン、シーツ　など

▶回収できないもの　

ペットに使用したもの、濡れているもの、布の切れ端や

ニットくず、布団や座布団などの「わた」や「羽毛」が

入ったもの、枕、紙おむつ、電気毛布　など

▶注意事項　

・まとめて透明か半透明のビニール袋に入れてください。

・出す前に洗濯をお願いします。

・ボタンや金具は取り外さないでください。

・クリーニングのビニール袋やハンガーは外してください。

・古着・古布類以外のものは回収できません。

問 市民共動課 環境生活班 ☎ 30-0224

不要になった古着を再利用してごみ減量

古着・古布の無料回収を行います

取
引や証明に使う「はかり」などは、2 年に一度の

検査が義務付けられています。

　７月に実施した事前調査の結果をもとに検査を行いま

す。新たに受検を希望する方は、事前に産業活力課まで

ご連絡ください。

開催日 時間 対象地区

9月12 日火 13 時～ 16 時
八幡平
十和田大湯・草木

9月13 日水
  9 時～ 12 時
13 時～ 16 時

上記以外の十和田地区
尾去沢

9月14 日木
  9 時～ 12 時
13 時～ 15 時

花輪

※指定日に来られない方は、期間内に受検してください。

▶検査対象　取引および証明に使用している計量器

（はかり、おもり、分銅など）

▶場所　交流センター

▶持参するもの　①受検する計量器 ②定期検査通知書 

③検査手数料（計量器の種類や能力により、1 台につき

250 円～ 2,200 円。当日現金でお支払いいただきます）

問 産業活力課 商工振興班 ☎ 30-0250

２年に一度の検査が義務付け

平成 29 年度 特定計量器定期検査


